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公道実証の制度について

【出展】警察庁HP

⚫ 令和2年度に警察庁が「自動配送ロボット（近接監視・操作型及び遠隔監視・操作
型）公道実証手順」を整備。これを受けて、国内での自動配送ロボットの公道実証
実験の実施方法が明確に。

⚫ 令和3年6月には、既に一定の公道実証実績がある特定のロボットを使用する新たな
実証実験については、許可審査を一部簡素化可能となる「特定自動配送ロボット等の
公道実証実験に係る道路使用許可基準」も整備された。
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（参考）令和２年度補正事業での実証について（1/2)

⚫ 10事業の屋内外での実証及び技術開発支援を実施（～令和3年9月末）。
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（参考）令和２年度補正事業での実証について（2/2)
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低速・小型の自動配送ロボットの制度整備について

⚫ 「低速・小型の配送ロボット」の制度整備に向けて、機体の安全性・信頼性の向上が図
られるよう、産業界における自主的な基準や認証の仕組みの検討を促すこと等を前提に
令和３年度中に関連法案の提出を目指す。

国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策（令和2年12月8日閣議決定）

○自動配送ロボットの制度整備

ウィズコロナの時期が一定期間続く中で、利用者、従業者の安全につながる非接触型の自動配送サービスを実現す
るため、低速・小型の自動配送ロボットについて、

①道路運送車両に該当しないこととした上で、

②サービスを提供する事業者に対して連絡先やサービス提供エリア等の情報を事前に届出することを求め、

③安全管理の義務に違反した場合には行政機関が措置を行えることとする、

④機体の安全性・信頼性の向上が図られるよう、産業界における自主的な基準や認証の仕組みの検討を促すこと等
を前提に、本年度のできるだけ早期に、関連法案の提出を行う。

○自動配送ロボットの制度整備（内閣官房、警察庁、国土交通省、経済産業省）

公道走行実証の結果を踏まえて、遠隔で多数台の低速・小型の自動配送ロボットを用いたサービスが可能となるよう、

来春を目途に制度の基本方針を決定し、来年度のできるだけ早期に、関連法案の提出を行う。

成長戦略実行計画（令和３年６月18日閣議決定）
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WG②の検討結果：
WG②参画事業者より提起された業界基準策定を見据えた際に重要と考えられる論点（サマリ）

注：表中グレー字は中長期的時間軸での論点と想定される事項

大分類 小分類 論点

1.
基準策定の
方針全般

1-1. 基準策定の
時期

業界基準が必要となる時期

1-2. 基準策定の
範囲

短期における業界基準策定の範囲

中長期における業界基準策定の範囲

試験・認証の整備

1-3. 基準の粒度／
水準

実証実験時の基準に照らした業界基準の粒度／
水準

自動運転車と比した場合の考え方

普及を考慮した粒度／水準の考え方

技術の進展等に柔軟に対応可能な基準の
あり方

1-4. その他方針
全般に係る事項

業界基準が担保する安全の閾値

安全に関する検討優先順位の階層

参考とできる他の分野の既存基準

2. 
基準の内容に
係る個別論点

2-1. 機体に係る
論点

走行時の周囲への注意喚起

視覚障がい者・聴覚障がい者への配慮

走行時の挙動

緊急時の挙動

安全走行の要件

運行主体の表示

走行条件・環境に応じた性能

非常停止の手段

機体諸元の開示

2-2. 遠隔監視・操作
システムに係る論点

遠隔監視・操作の前提

遠隔監視・操作に必要な情報と性能

2-3. その他の
システムに係る論点

通信

動作データログ

サイバーセキュリティ

ロボット同士の互換性

共通データ基盤

大分類 小分類 論点

2. 
基準の内容に
係る個別論点

2-4. 運用に係る
論点

整備・点検

保険への加入

事故発生時の対応

データ取り扱いに関する方針

緊急車両への対応

車両との優先関係

信号がない横断歩道の横断

複数ロボット間の走行調整

車道へのはみ出し

スタッキングへの対応

監視・運転資格

3. 
基準の位置
付け・効力に
係る論点

3-1. 認定・認証の
主体・効力

認定・認証の主体・効力（短期／中長期）

3-2. 認定・認証に
係るその他の論点

業界団体の位置付け

認定・認証結果の提示

認証に際しての文書・規定事項

機体能力・運用に関する認証

システムに関する認証

4. 
参考：
その他社会実
装に係る論点

4-1. 社会受容に
係る論点

社会受容性向上に向けたスキームの醸成

自動車の運転手や歩行者への認知・啓発

事故発生時の責任分界の考え方

4-2. サービス向上に
資する論点

ロボット配送における受取確認の基準

配送サービスの品質基準

4-3. 事業性に係る
論点

海外進出も見据えた場合の国際的な議論との
戦略的整合

中長期的な産業振興に係る協調領域
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